
◎振動規制法 

届出の種類 届出を必要とする場合 届出の期限 添付書類 リンク 

特定施設の設置

の届出 

（法第６条） 

特定施設を設置しよう

とする場合（これまで特

定施設が設置されてい

ない工場・事業場に限

る） 

設置工事開始日

の３０日前まで 

様式第１ 

 

新たに地域の指定が行

われた際，すでにその地

域内に特定施設を設置

している場合 
特定施設の使用

の届出 

（法第７条） 
特定施設が追加指定さ

れた際，すでに指定地域

内にその施設を設置し

ている場合 

指定地域となっ

た日又は特定施

設となった日か

ら３０日以内 

様式第２ 

次の事項を変更しよう

とする場合 

・特定施設の種類及び能

力ごとの数 

・特定施設の使用の方法

様式第３ 特定施設の変更

等の届出 

（法第８条） 

振動防止の方法を変更

しようとするとき 

変更工事開始日

の３０日前まで 

１ 振動の防止の 

方法 

２ 特定工場等及

びその付近の 

見取図 

３ 特定施設の配

置図 

４ 特定施設の概

要 

（カタログ等） 

 

様式第４ 

氏名等変更届 

（法第１０条） 

届出を行った者の氏名，

住所及び法人にあって

は代表者の氏名又は工

場・事業場の名所若しく

は所在地の変更があっ

た場合 

変更日から３０

日以内 
― 様式第６ 

特定施設使用全

廃届 

（法第１０条） 

特定施設のすべての使

用を廃止した場合 

廃止日から３０

日以内 
― 様式第７ 

承継の届出 

（法第１１条） 

届出を行った者から特

定施設を譲り受けたり

借り受けた場合，又は相

続，合併があった場合 

承継があった日

から３０日以内 
― 様式第８ 

特定建設作業の 

実施の届出 

（法第１４条） 

特定建設作業を伴う建

設作業を施行しようと

するとき 

特定建設作業の

開始の日の７日

前まで 

１ 工事の工程表 

２ 付近の見取図 
様式第９ 




